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【目次】

１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ

２ 「医師の勤務・生活環境改善」及び「派遣元医療機関への支援」

＜本日の目的＞

○ 昨年12月に国が示した「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」の

関連事業として、国の令和８年度当初予算案に医師偏在対策として新規事業２事

業が盛り込まれた。

○  本日は、重点医師偏在対策支援区域を対象とする上記２事業についての情報共

有を行うとともに、これまでの議論における地域医療構想との整合性などのご意

見を踏まえ、医療対策協議会及び保険者協議会での議論に先立ち、今後の事業実

施に向けて、支援対象とする重点区域内の医療機関の考え方について、あらかじ

め地域のご意見をお伺いするもの。 1



１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ
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出典：R6.12.25_（厚生労働省）医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ 抜粋

１－１ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）
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１－２ 対策パッケージの具体的な取組

出典：R6.12.25_（厚生労働省）医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ 抜粋
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１－３ 対策パッケージのポイント

■対策パッケージのポイント

➢ 中堅・シニア世代を含む全ての世代の医師にアプローチ

➢ 経済的インセンティブの打ち出し

・ 診療所の承継・開業・地域定着支援

・ 派遣医師・従事医師への手当増額

・ 医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関への支援 等

【今回の内容】
国の令和８年度当初予算案

で示された新規事業



２ 「医師の勤務・生活環境改善」
及び

  「派遣元医療機関への支援」
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２－１ 派遣元医療機関支援事業
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２－２ 医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業
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【参考】県西地域に所在する医療機関の状況

■病院 23
■診療所  225（うち有床診療所：５）

病院名
病院
区分

地域
医療
支援
病院

救急
告示

二次
救急

三次
救急

小田
原市

1 医療法人 小林病院 一般 ○ ○

2 医療法人同愛会 小澤病院 一般 ○ ○

3 医療法人社団綾和会 間中病院 一般 ○ ○

4 公益財団法人積善会 曽我病院 精神

5 小田原市立病院 一般 ○ ○ ○ ○

6
特定医療法人清輝会
国府津病院

精神

7
医療法人尽誠会
山近記念総合病院

一般 ○ ○

8 医療法人財団報徳会 西湘病院 一般 ○ ○

9 医療法人三暉会 永井病院 一般 ○

10 医療法人社団帰陽会 丹羽病院 一般 ○ ○

11
医療法人邦友会
小田原循環器病院

一般 ○

12 太陽の門 一般

13
独立行政法人国立病院機構
箱根病院

一般

病院名
病院
区分

地域
医療
支援
病院

救急
告示

二次
救急

三次
救急

南足
柄市

14
医療法人社団明芳会
北小田原病院

療養

15 大内病院 一般 ○ ○

足柄
上郡

16 日野原記念ピースハウス病院 一般

17 佐藤病院 療養

18 神奈川県立足柄上病院 一般 ○ ○ ○

19 医療法人勝又 高台病院 療養

足柄
下郡

20
特定医療法人社団研精会
箱根リハビリテーション病院

療養

21
一般財団法人生活保健協会
湯河原中央温泉病院

療養

22 湯河原胃腸病院 一般 ○

23
独立行政法人地域医療機能推進機
構 湯河原病院

一般 ○

＜県西地域の病院一覧＞

出典：保険医療機関・保険薬局の指定一覧（関東信越厚生局）
病床機能報告（厚生労働省）
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２－３ 支援対象とする医療機関の考え方

○ 重点医師偏在対策支援区域内の医療機関が支援対象となる新規事業２
事業について、現時点で、国からは事業の詳細が示されていないが、重
点区域内の医療機関については、病院だけでなく、診療所も対象となる
予定である旨を伺っている。

○ 一方で、予算規模も限られる中、これまでの議論で出された「診療所
よりも病院を支援してほしい」といったご意見も踏まえる、例えば、地
域で特定の機能を有する病院を優先的に支援するなど、支援対象とする
重点区域内の医療機関の考え方を整理する必要もあるのではないかと考
えている。

○ そのため、今後の円滑な事業実施に向けて、あらかじめ地域のご意見
をお伺いしたい。



【参考】重点医師偏在対策支援区域の指定の経緯
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○ 都道府県において、厚生労働省が提示した候補区域を参考としつつ、地域の実情
に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、
診療所医師の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮して
「地域医療対策協議会」及び「保険者協議会」で協議して、「重点医師偏在対策支
援区域」を選定する。

県内では県西地域が唯一の候補区域

【厚生労働省が提示する候補区域（現時点）】
①各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏 
 ② 医師少数県の医師少数区域 → 該当なし
 ③ 医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏
  （全国で下位1/4） のいずれかに該当する区域 → 該当なし

○ なお、当該区域については、二次医療圏単位のほか、地域の実情に応じて、市
区町村単位、地区単位等も考えられる。 12

【参考】重点医師偏在対策支援区域の指定・考え方



◆「診療所の承継・開業支援事業」は、緊急的に先行して実施するとされ、今後、
国が公募を行うとの案内がされている。仮に承継・開業を支援する案件がある場
合は、「医師偏在是正プラン」を策定の上へ、国へ申請する必要がある。

◆国からは地域指定に当たって参考となるデータ（可住地面積あたりの医師数、診
療所医師の高齢化率 等）を示すとされていたが、会議までに一部データしか提供
されていなかった。

◆今後の国の動きに合わせて、仮に支援する案件がある場合に速やかに対応するた
めに、「重点医師偏在対策支援区域」の選定を先行して行うことで、今後の「医
師偏在プラン」の策定に向けた準備を整えることとした。

◆保険者協議会（３/10）、医療対策協議会（３/13）において、「県西地域」を指
定することについて協議を行い承認を得られた。
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【参考】重点医師偏在対策支援区域の指定について
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